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北谷町社会福祉協議会 

発展・強化計画 

 
          

 

計画期間：令和 7（２０２５）年度～令和９（２０２７）年度 

 

北谷町社会福祉協議会は、福祉のまちづくりを通して 

「みんなが笑顔になれる北谷町」を目指します。 

 

 

 

社会福祉協議会とは、地域福祉の推進機関として地域住民や福祉活動の担い手等の 

協力を得て福祉のまちづくりを進める民間の福祉団体です。 
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はじめに 

 

北谷町社会福祉協議会では、福祉のまちづくりを進めるため、本会の果たすべき使

命や基本理念を明確にし、その実現に向け、地域福祉の推進、事業所の方向性、人材

育成等、具体的な取り組みを示すため、令和 5（2023）年度より、初めて「発展・強化

計画」の策定に取り組みました。 

令和２年から大流行した、新型コロナウイルス感染症が令和 5（2023）年５月に５

類感染症となり、社会活動が再開され始めましたが、人と人との関わりの希薄化や心

の距離など、影響は今もなお続いており、それに加えて電気やガス、食糧品等の物価

高騰により生活に困窮する世帯が増えています。その中には複数の分野にまたがる

課題を抱えている個人や世帯も少なくありません。 

そのような中、既存の制度やサービスの提供だけでは解決が困難な課題に対して、

地域住民の、年齢や属性を超えた様々な主体による支えあい活動により、地域との新

たな繋がり方を構築し、地域生活を支えていく取り組みが重要となっています。 

こうした取り組みを計画的に推進していくためにも、内部統制を強化し信頼される

法人づくりを目指すとともに、行政はもとより住民や関係機関、団体、ボランティア、

社会福祉法人、企業との協力関係を構築することが必要となります。 

 役職員一同、一人ひとりが使命感を持ち、本会の使命である【福祉のまちづくりを

通して「みんなが笑顔になれる北谷町」】の実現に向けて、地域住民や関係機関、行政

と手を携え、地域福祉の推進に努めてまいります。 

結びになりますが、本計画の策定にご尽力いただき、貴重なご意見等をいただきま

した発展・強化計画策定委員会の委員の皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げま

す。 

 令和 7（2025）年２月 

                             社会福祉法人北谷町社会福祉協議会 

                               会 長  金 城  宏 徳 
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計画の目的 

北谷町社会福祉協議会では「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」を目指し、

地域福祉活動を推進しています。 

発展・強化計画は、本会が地域福祉を進める中心的な団体として事業運営・将来ビジョンや目

標を明確にし、その実現に向けた組織、事業等に関する具体的な取り組みを明示するものです。 

また、北谷町と本会が一体的に策定した「第 1次北谷町地域福祉計画」・「第 1次北谷町地域福

祉活動計画（令和4（2022）年度～8年度）」は、地域福祉を推進する上での理念や方向性、具体

的な取り組みを共有し、北谷町と本会が一体となって地域福祉の向上のために取り組んでいく

計画となっています。 

このことから、地域福祉計画及び地域福祉活動計画の実践にあたり、その策定主体である本

会は、中長期に渡って安定的かつ継続的に役割を担うことが求められます。 

そのため、本会の経営基盤を計画的に整えていく必要があることから、本計画を策定しました。 

 

計画の位置づけ 

本計画は、本会を取り巻く様々な変化に対応するため、使命・基本理念を踏まえ、将来ビジョン

を明らかにするとともに、重点課題の解決に計画的に取り組めるよう具体的方法を定めるもの

です。 

また、本会が町と一体的に策定している「地域福祉活動計画」とは区別されるものの、ヒト・モ

ノ・カネのマネジメントも含めた経営基盤の整備も含まれています。計画された取り組みは、毎年

度策定する事業計画によって具体化し、実現できるよう進めていきます。 

 

 

  

１．  計画の概要 
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計画の期間 

本計画の期間については、令和 7（2025）年度を初年度とし令和９年度(202７年)年度を目

標年度とする 3年間とします。 

なお、令和 8（2026）年度には、「第 2 次北谷町地域福祉計画」及び「第 2 次北谷町地域福祉

活動計画」（令和９年度～令和１３年度）の策定が行われることから、上記両計画との整合性を含

め、次期中期経営計画を令和 10年度～13年度の期間として策定します。 

 

令和 7（2025）年度 令和 8（2026）年度 令和９（2027）年度 

  

 
 

PDCA サイクルによる進行

管理・評価・見直し 

 

 
 

次期中期経営計画に向けた

見直し及び策定 

 

策定体制とプロセス 

計画の策定にあたっては、外部委員を中心とする策定委員会を 7回開催し、検討を行い、策定

しました。その過程で、職員へのアンケートやヒアリング、座談会などによる検討も行っています。 

また、全国社会福祉協議会が作成した「福祉ビジョン 2020」や国が目指す「地域共生社会」等

の理念を踏まえています。 

 

 

評価と見直し 

計画の推進にあたっては、実施項目ごとの計画に基づき実施するものとし、本会の単年度事

業計画にも計画内容を反映させます。 

「評価会議（仮称）」において、進捗状況等を点検、評価し、結果を理事会・評議員会へ報告しま

す。 

進行管理については、ＰＤＣＡサイクルに基づき行うものとし、必要に応じて方策を見直し、改

善を行ったうえで、次回の計画に反映し、実施するものとします。 

計画の実施 
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【使命】 

北谷町社会福祉協議会は、 

福祉のまちづくりを通して 

「みんなが笑顔になれる北谷町」を目指します。 

 

 

 

  

２．  社協の今後の方向性 

【基本理念】 

➢ 住民一人ひとりの困りごとを受け止め、新たな福祉サ

ービスや事業に取り組みます。 

➢ みんなが参加し、支え合い、心豊かで持続可能な地域

づくりに取り組みます。 

➢ 役職員一人ひとりが、責任ある自律した組織経営に取

り組みます。 
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【北谷町社会福祉協議会を取り巻く経営環境】 

 

  

令和 5（2023）年５月より新型コロナウイルス感染症は「５類感染症」となり、社

会活動は再開し始めましたが、かつてのような近所づきあいや地域のつながりは

希薄化しています。それに加えて電気やガス、食糧品等の物価高騰により生活に困

窮する世帯が増えています。  

北谷町においても、複数の分野にまたがる課題を抱えている個人や世帯も少な

くありません。中でも高齢者やひとり親世帯の孤立や困窮、ゴミ屋敷等の問題も多

く見られるようになっています。 

地域においては、自治会役員が高齢化している中、民生委員・児童委員やボラン

ティア等の地域の担い手不足も加速し、新しいリーダーの確保が難しくなっていま

す。 

そのような中、既存の制度だけでは対応が困難な課題に対して、地域住民の年

齢や属性を超えた様々な主体による支えあい活動により、「つながり」を大切にし

た地域生活を支えていく、持続可能な仕組みづくりに取り組む必要があります。 

地域福祉の推進役である本会においても、地域で活動する個人や団体、企業な

ど多くの協力者と共に、地域福祉の課題解決の中心的な役割を果たしていくこと

が求められています。そのためにも、令和 4（2022）年 3 月に北谷町と一体的に

策定しました「第 1 次北谷町地域福祉計画」及び「第 1 次北谷町地域福祉活動計

画」の一体化した計画を基本としながら、本会と北谷町、町民が一体となって、地

域福祉の推進に取り組みます。 

こうした取り組みを計画的に推進していくためにも、内部統制を強化し信頼さ

れる法人づくりを目指し、役職員一人ひとりが、責任ある組織経営に取り組むとと

もに、行政はもとより住民や関係機関、団体、ボランティア、社会福祉法人、企業と

の協力関係を構築することが必要となります。 
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【北谷町社会福祉協議会の経営課題】 

 

 
 

 

■法人経営に関する課題 

これまで、「使命・理念」が決まっておらず、役職員で同じ目標に向けて取り組む

ことが難しい状況です。 

社協としての職員像や職員体制、人材育成・定着に関する方針・基本的な考え方

がないため、先を見据えた職員体制の構築が課題です。 

持続可能な経営のための財源確保や、社協として取り組むべき事業の見直し・精

査も必要です。 

経営を担う理事としての責任や役割について、共通の理解や分担ができていな

い状況です。 

社協経営や事業活動・地域福祉活動への参加を得るための、会員の加入促進や

情報発信も課題です。企業・団体・機関等に対する特別会員の加入の働きかけや、

具体的なアクションを想定した情報の発信が必要です。 

■各事業を推進するための経営課題 

【地域福祉関連事業】 

受託事業が多くをしめており、それぞれの機能や役割、サービス提供について事

業ごとの縦割りとなっていることや、地域の複雑・複合化した課題の整理、役割分

担などについてコーディネートできる人材の育成が課題です。 

そのため、新たに「地区担当制」の導入や、必要な関係機関へのつなぎや適切な

支援に近づけることを学ぶための研修等を実施するなどの検討が必要です。 

また、職員の交替等により、支援が滞らず、継続した支援を行うための、多様な

人と機関・団体との連携も課題です。 

【介護事業及び障害福祉サービス事業】 

今後の北谷町社協の経営戦略を踏まえ、提供しているサービスの内容、利用者

やご家族のニーズ、町内・近隣市町村の事業所や団体によるサービス提供状況を

考慮しながら、事業所の今後のあり方について検討し、方針を決めることが課題で

す。 
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【基本戦略】 

 

地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制の整備を図ることが自治体の

努力義務とされるなど、「地域福祉の“施策化”」が進む中で、本会の役割や発

展させる事業領域を整理しました。 

 

① 「連携・協働の場」としての機能 

複雑化・深刻化する地域生活課題の解決に向けて、より開かれ、より       

多様な人や機関・団体とつながる組織となり、「連携・協働の場」としての

機能を発揮します。 

 

② 地域福祉推進事業を中核とした事業の焦点化 

限られた人材や財源を「地域福祉推進事業」に焦点化し、事業の廃止や      

統合、自主財源確保・拡充の検討を行います。「介護事業」「障害福祉サービ

ス事業」については、町内の事業所や団体によるサービス提供状況などを考

慮しながら、統合・譲渡などを検討していきます。 

 

③ 法人部門に関する基本方針 

職員の育成に取り組みます。職員間の連携強化や情報共有、マネジメント     

を担う職員のため、外部アドバイザーを導入し研修計画を作成します。  

また、社協事業・活動等、住民への周知を広めるため、広報活動について  

検討します。 
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３―１ 法人経営部門 

 

(1) 部門間連携と職員の中長期的人材育成 

【現状と課題】 

・ 社協としての職員像など、世代間の意識の違いなどから、様々な理由で職員体

制にギャップが生じています。  

・ 社協としての職員像や、人材育成・定着に関する方針、職員体制に関する基本

的な考え方を明確化・共有できていません。 

・ ハラスメント等、職員全体を対象とした研修会を実施していますが、マネジメン

トを担う職員のための、人材育成等に関する研修に取り組めていません。 

【今後の方針・取り組み】 

・ 外部アドバイザーを導入し、研修計画を作成します。管理職や職員の研修を令和

7（2025）年度より実施し、マネジメントを担う職員の計画的な能力開発・育成

を行います。 

・ 報告、連絡、相談の仕組みづくりや、使命、理念を、組織で意識を共有するため

の習慣づくりを行います。 

 

(2) 社協の事業・活動等の発信 

【現状と課題】 

・ 社会福祉協議会として、様々な企業・団体との連携や事業を行っていますが、住

民（会員・非会員）へ周知、発信することが不十分です。また、募集や依頼の情報

が少なく、情報発信の内容が、多くは報告となっています。 

・ 社協の活動等が、わかりやすい内容となるような、ホームページのリニューアル

に取り組んでいます（令和 6（2024）年度）が、ＳＮＳやマスコミを積極的に活用

（新聞、テレビ、ラジオ）した、社協事業・活動や住民の福祉活動について、具体

的な内容の発信は課題です。 

【今後の方針・取り組み】 

・ ホームページを活用した新たな寄附の仕組みづくりや、ＬＩＮＥと連携した双方向

の関係づくりを進めていきます。 

３．  部門別戦略 
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・ 職員への意識付け（職員全員広報マン）を行います。 

・ 応援者を増やすための広報づくり（ホームページ・社協だより）を行います。 

 

(3) 理事の選出方法見直しや役割分担による、より深い経営参画 

【現状と課題】 

・ 任期中に、所属組織の役職が変わることで、任期途中で入れ替わることなどか

ら、継続的な経営判断等が難しい現状が一部あります。 

・ 事業の精査・推進や資金調達等の理事としての役割分担が充分とは言えません。 

【今後の方針・取り組み】 

・ 理事の選出方法のあり方について見直しを検討します。 

・ 理事としての責任や役割について理解を深めるための研修等の実施を検討し

ます。 

 

(4) 財源の確保 

【地域福祉を推進するための法人運営費の確保】 

・ 運営費に足りない年間８００万～１，０００万円を、会費や受託事業管理費等を充

てています。引き続き、８００万～１，０００万円の持続的な財源確保を行います。 

・ 加えて、法人経営部門の①「部門間連携と職員の中長期的人材育成」、②「社協

の事業・活動等の発信」を行うために約２００万円（自己資金）の財源を確保しま

す。 

【会員制度の見直しと戦略】 

・ 本会は会員制度を導入し、毎年、戸別会員（住民：年会費５００円）や特別会員（事

業所等：年会費１０，０００円）に加入を呼びかけていますが、減少の傾向にありま

す。特別会員は毎年５５～６０件にとどまっているため、募集方法・会員規程を見

直し、会員の増加を図ります。 

【民間財源の活用】 

・ 民間財源の活用についても、新たな寄付のあり方を研究し、併せて専門家等の   

意見を踏まえ、受入に向けた体制を整備します。 

 

  



12 

 

３－２ 地域福祉推進関連事業 

 

(1) 北谷町の地域福祉に関連する現状と課題 

① 地域の状況 

⚫ 町の面積が 13.91 ㎢と小さな北谷町ですが、町内の 11 行政区は人口構成、

地域資源、アパート世帯の占める割合、交通の便などにおいて、地域差があり

ます。 

 

② 支援を必要とする人の状況 

⚫ 介護保険の要介護者では、75歳を過ぎると認定率が急上昇し、特に 90歳以

上では、70％が要介護認定を受けています。 

⚫ 知的障がい者、精神障がい者は増加する傾向にあります。 

⚫ 生活保護世帯数及び世帯率は、横ばいとなっています。 

⚫ 町民が抱える生活課題は、複雑化・複合化してきており、そのなかには必要で

あるが声を出せない町民も含まれています。支援が必要な方に気づき、確実に

相談につなげるような相談支援体制の構築が必要となっています。 

 

③ 地域 

⚫ アパート世帯（20 代から 40 代の世代など）の自治会加入率が低く地域活動

への参加も低い状況があるなか、地域のつながりをどのように維持し、新たに

つながるための方法等について、検討が必要です。 

⚫ 自治会の役員が高齢化しているなか、新しいリーダーの確保が難しくなってい

ます。 

 

地域福祉を推進するにあたっては、地域性を踏まえた上で、地域支援や個別支

援を行う必要があります。 

 

相談窓口の周知や、相談支援から必要となる制度やサービスへのつなぎを確

実に行い、必要な人が必要なとき必要な支援を受けられるように、一人ひとり

に寄り添った支援体制づくりを進める必要があります。 

地域活動の活性化を推進するために、活動の見える化や自治会の加入促進も

含め地域活動に参加しやすい環境づくりを推進する必要があります。 
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⚫ 地区ごとの課題が異なっている中で、高齢者分野では、11 行政区それぞれが

抱えている地域生活課題に対する具体的取り組みを掲げた「地域プラン」を作

成しており、自分たちで地域生活課題を解決する取り組みが進められています。 

 

④ 地域の担い手について 

⚫ 北谷町地域福祉計画策定に向けたアンケートでは、ボランティア参加率は

10%程度、ボランティアに参加しない理由では、「時間に余裕がないから」とい

う回答が非常に多いです。 

⚫ しかし、中には「どこでどんな活動をしているかわからない」という声も 20％

余りあります。 

⚫ 社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア相談や登録ボラン

ティアの紹介、ボランティアのマッチング等を行い、活動を推進しています。ま

た、ボランティア情報は社協だよりをとおして広報しています。 

 

⑤ 地域福祉に関する町民の声 

⚫ 地域福祉に対する町民の声を見ると、隣近所に「手伝ってほしいこと」（受け手

側）、「手伝ってもよいこと」（支える側）ともに、「災害時の手助け」、「安否確認

の声かけ」が多くなっています。 

⚫ 福祉のまちづくりで必要なこととしては、「高齢者、ひとり親家庭、障がいのあ

る方への支援」、「高齢者等の見守り活動」、「災害時の避難支援」が高いです。 

⚫ 北谷町を「住みよい」と感じる人は 80％余りを占めていますが、町民は、「町

民参加のまちづくり」や「コミュニティ活動の充実」には関心が薄く、重要度が

低い状況にあります。 

 

 

地域活動の活性化を推進するために、活動の見える化や自治会の加入促進も

含め地域活動に参加しやすい環境づくりを推進する必要があります。 

ボランティアや地域活動について、活動内容の強化発信を行うなど、町民が情

報を得やすくしたり、気軽に参加できるような工夫が必要です。 

町民は、「見守り」や「災害時の手助け」など、“支えあい”の必要性は感じている

ようですが、生活の中で地域コミュニティ等への関心が薄いため、「支えあいの

ある北谷町で良かった！」と感じるためにはどんな取り組みが必要か検討しな

くてはなりません。 
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(2) 地域福祉を推進するための体制・仕組みづくりに向けた基本的な考え方 

⚫ 北谷町においては、地域福祉を推進していく中核となる社会福祉協議会の全

職員が地域コーディネーターとして（公的な制度や地域の人的・物的資源につ

いて幅広い知識を有し、個人、組織、制度などをコーディネートして地域の様々

な課題解決にあたる人）の役割を担えるよう、人材育成を図るとともに地域福

祉推進体制の位置づけを明確にしていきます。 

⚫ 地域福祉を推進していくための担い手として期待されているのが、地域に住

む住民一人ひとりです。地域には、さまざまな知識や技術を持った人が存在し

ますが、どのような人が地域にいるのかがわかるような仕組みが整備されて

いないのが現状です。 

⚫ そのような人的資源の活用・育成のため、住民一人ひとりが地域に貢献する役

割を持っていることを認識するとともに、地域で活躍できる仕組みをつくって

いくため、各自治会での地域ネットワーク会議や支えあい委員会の設置に向け

た取り組みを充実させます。 

 

(3) 地域福祉を推進するための体制・仕組みづくりに向けた課題等 

⚫ 既存の地域福祉推進事業においては、受託事業での取り組みが主となってお

り、それぞれの機能や役割、サービス提供について事業ごとの縦割りとなって

います。 

⚫ 地域における複雑化・複合化した課題の整理、役割分担などコーディネートで

きる人材の育成が必要と考えます。 

⚫ 職員の交替等により、支援が滞ったりせず、継続した支援ができる体制づくり

や地域住民等との連携が必要と考えます。 

 

(4) 課題等に対する解決策・取組内容 

⚫ 現在の業務分担制から地区担当制へ移行し、住民の視点や生活に寄り添い、

世帯や地区の生活課題に対し横断的・包括的な支援に取り組みます。 

⚫ 必要な関係機関へのつなぎや、適切な支援に近づけることを学ぶための研修

等を実施し、人材育成に取り組みます。 
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(5) 今後の展望（地区担当制の導入及び中学校区福祉推進部会の段階的な運用） 

⚫ 発展・強化計画の初年度である令和 7（2025）年度において、地域福祉係で

は「地区担当制」を導入します。 

⚫ 令和 8（2026）年度は、地域づくり（地域支援）と個別支援の一体的な取り組

みを推進するため、「地域連携ネットワークに向けた体制構築」として、北谷中

学校区福祉推進部会設置に向けた準備に取り組みます。 

⚫ 令和９年度は、地域づくり（地域支援）と個別支援の一体的な取り組みを推進

するため、「地域連携ネットワークに向けた体制構築」として、桑江中学校区福

祉推進部会設置に向けた準備に取り組みます。 

 

 令和 7（2025）年度 令和 8（2026）年度 令和９（2027）年度 

取組み 

内 容 

①地区担当制の導入 

※既存事業等を通じて把

握した地域住民のニー

ズ・生活課題について

整理して共有する。 

①北谷中学校区福祉推進

部会設置準備会設立

（地域連携ネットワークに向

けた体制構築） 

②中学校区福祉推進部会

設置要綱作成 

①桑江中学校区福祉推進

部会設置準備会設立

（地域連携ネットワークに向

けた体制構築） 

②中学校区福祉推進部会

設置要綱作成 

 
   

成果 

目標 

①地域住民のニーズ・生

活課題について見える

化することができる。 

①多様な担い手がつなが

るプラットホームとして、

中学校区福祉推進部会を

設置する。（１中学校区） 

①多様な担い手がつなが

るプラットホームとして、

中学校区福祉推進部会を

設置する。（１中学校区） 

 

 

【地区担当制】 

地区を分担し、担当地区の地域支援や協働、暮らしのあらゆる相談等に応じる

など担当地区が活動のベースとなる体制 

【業務分担制】 

高齢者、生活困窮、貸付、権利擁護等の分野で分担し、分野の業務（事業）が活

動のベースとなる体制 
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これまでの業務担当制から 
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包括的支援としての地区担当制へ 
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３－３ 介護事業 

 

(1) 通所介護事業の変遷及び経緯 

北谷町社会福祉協議会(以下、「本会」という)は、平成 8 年 7 月から平成 12 年 3

月まで、北谷町から「デイサービス事業」を受託し、実施してきました。 

平成 12年度からは介護保険制度の発足をうけ、措置制度の「デイサービス事業」を

介護保険事業の「通所介護事業」に移行させ、本会が運営してきました。 

介護保険制度発足当時は町内や近隣市町村に通所介護サービスを提供する事業所

が少なく、サービスの量的な確保を図る必要があったと考えられます。 

 

(2) 現状と収支状況 

介護保険制度発足当時、当該サービスの利用者の大半が措置時代からの利用者で

あったため、待機者がいる状態となりました。そこで、平成 18年度には 1日利用定員

を25名から30名に引きあげましたが、その後町内や近隣同様のサービスを提供す

る事業所の増加で、本会の利用者が減少、また、平成 24年度の介護保険制度の改正

によるサービス提供時間の見直し等の影響により、初めて収支は赤字に転じました。

このころから長い期間、利用者減、収入減が続き、財政調整積立基金を取り崩して運

営してきました。経営状況の改善を図るため、通所介護事業所の職員は、嘱託職員、

臨時職員、定時職員としての雇用形態にし、平成 29 年度からは正規職員の配置を止

めています。平成 30 年から徐々に利用者数が回復し、収入も徐々に好転してきまし

た。しかし、令和 2 年度から 4 年度はコロナ禍で、事業所閉所等もあり再び収入減と

なりました。令和5（2023）年度からは、少しずつ収入増となっていますが、正規職員

の配置を行うまでの改善にはなっていません。 

 

令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算

サービス活動収益計（１） 54,475,810 46,447,171 43,800,792 45,615,053 53,647,542

サービス活動費用計（２） 45,604,707 45,940,107 46,535,591 49,333,007 50,207,304

8,871,103 507,064 △ 2,734,799 △ 3,717,954 3,440,238

収益 139,580 191,100 259,560 191,100 226,800

費用 0 0 0 0 0

139,580 191,100 259,560 191,100 226,800

9,010,683 698,164 △ 2,475,239 △ 3,526,854 3,667,038

収益 6,742,834 2,079,024 1,618,921 0 534,621

費用 7,614,058 2,474,651 1,785,804 1,573,783 525,001

△ 871,224 △ 395,627 △ 166,883 △ 282,562 9,620

8,139,459 302,537 △ 2,642,122 △ 3,809,416 3,676,658

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特

別

増

減

の

部

特別収益計（８）

特別費用計（９）

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サービ

ス活動

外増減

の部

サービス活動外収益計（４）

サービス活動外費用計（５）

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

費用

サービ

ス活動

増減の

部

収益

決算数値
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(3) 動向と今後の方針 

介護保険制度発足から 24 年を迎え、現在の北谷町では有料老人ホームと通所系

サービスを一体的にした事業所や、認知症対応型共同生活介護事業所等、高齢者が

住み慣れた地域で安心して暮らすことができる介護保険事業所数も増加し、民間事

業者の介護サービスも充実しています。 

このような中、通所介護事業につきましては、利用者の継続利用・職員の雇用を含

め、事業譲渡を検討していきます。 

なお、北谷町や近隣市町村には、介護保険事業のような制度内のサービスについて

は、下記のとおり民間事業所（別表）が存在します。 

 

方針（計画案：令和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度）  

令和 6（2024）年度 令和 7（2025）年度 令和 8（2026）年度 

・ 発展・強化計画策定 

・ 答申 

・ 事業所職員に事業所の

今後について伝える 

・ 理事会、評議員会で、発

展・強化計画の内容（介

護事業について）を伝え

る。 

・ 改選後の理事・評議員へ

の説明 

（６月一斉改選） 

・ ケアマネージャーや、家

族への説明 

・ 譲渡先の選定・決定 

・ 令和 8（2026）年度中

に通所介護事業所を事

業譲渡 
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（別表） 町内、近隣市町村の事業所の状況 

  令和 6（2024）年４月現在沖縄県ＨＰ：沖縄県内指定介護サービス事業所一覧より抜粋 

町内事業所 

事業所名 １日利用定数 

① 通所介護たまき （上勢区） 45 

② 琉球メディカルズ 通所介護事業所 （桑江区） 65 

③ 指定通所介護事業所 和 （宇地原区） 14 

④ 通所介護ハピネス （上勢区） 18 

⑤ デイサービスまほろば （栄口区） 10 

⑥ 認知症対応型グループホーム結の郷 （宇地原区） 13 

⑦ リハビックス北前店 （北前区） 10 

⑧ リハビックス北谷店 （美浜区） 10 

⑨ デイサービスセンター パステル （美浜区） 35 

⑩ 指定通所介護 ようめいえん （宮城区） 35 

⑪ デイサービスちゃたん （桑江区） 23 

 

近隣市町村に所在する事業所 

北谷町がサービス提供地域となっている 

沖縄市・宜野湾市・浦添市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北中城村 

事業所名 

 やすらぎ（読谷村）  ワンアップ北中城店（北中城村） 

 みやらび沖縄美里（沖縄市）  通所介護ハートぴあ（沖縄市） 

 デイサービス森の川（宜野湾市）  デイサービスふくやま（宜野湾市） 

 デイサービス桃原（沖縄市）  通所介護しおひら（沖縄市） 

 さんだん花ガーデンデイサービス 

（宜野湾市） 

 デイサービスセンター比謝川の里 

(嘉手納町） 

 福寿園デイサービスセンター（宜野湾市）  デイサービスセンターシオン（沖縄市） 

 デイサービス楽愛知（宜野湾市）  デイサービスワンスタイル+（沖縄市） 

 デイサービスくくる（沖縄市）  デイサービスワンスタイル（沖縄市） 等 

※近隣市町村全 72事業所より一部抜粋 
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３－４ 障害福祉サービス事業 

 

(1) 障害福祉サービス事業の変遷及び経緯 

障害福祉サービス事業所「ニライの里」（以下、「ニライの里」という）は、昭和 62 年

当時、町内に障がい者の利用可能な施設がない状況下において、北谷町身体障害者

協会(親の会)が「地域に通える施設を」との要請に対して、北谷町が応え、共同作業所

の準備委員会の結成や運営委員会の設置を経て、昭和 62 年 7 月 15 日に「北谷町

社会福祉協議会共同作業所『ニライの里』」を設立しました。 

設立当時、北谷町に障害の実施事業所はなく、介護と同じく当時のサービスの量的

な確保を図る必要があったと考えられます。 

設立当初は、老人福祉センター裏手の平屋プレハブの施設で、利用者４人と職員１

人からスタートし、「農業・手芸・町受託清掃」などの作業と「健康体操・調理実習」など

の活動を行っていました。 

その後、利用者の増加に伴い、北谷町が平成３年に「北谷町心身障害者等授産事業

所を、現在地(伊平４１４番地１)に設立し、本会が管理運営を受託することになりまし

た。 

また、これを契機に現在の地に「ニライの里」を移転し、授産事業所を併設しました。

それにより、効率的かつ効果的な事業実施を図ることが出来ました。その後、平成１２

年１１月には、授産事業所の愛称として「青空」に決定しました。平成２２年４月に「ニラ

イの里」は、障害者自立支援法に基づいた事業所(多機能型)へ移行し、「青空」と「ニラ

イの里」を統合しました。 

 

(2) 現状と収支状況 

これまで、「ニライの里」の活動拠点となる建物の建設及び運営費補助など、設立当

初より町の多大なご協力の下で運営してまいりました。しかし、障害者自立支援法の

新体系への移行を契機に自主運営となりました。 

新体系へ移行後の運営費は、利用者 1 人あたりの報酬単価にて算定され、利用者

の利用実績に伴って自立支援費等が請求されるようになりました。したがって、利用

者の利用実績を伸ばすための事業所の努力が必要となっています。 

    現在「ニライの里」では、正規職員を２名配置。過去１０年徐々に利用者減、収入減と

なっており、これまでの収益、繰越金で補填して運営している状況です。 
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(3) 動向と今後の方針 

我が国の障害福祉は、従前の、行政がサービスの受け手を特定しサービス内容を決

定する「措置制度」から、平成15年に契約により利用者がサービス事業者を直接選択

できる「支援費制度」に移行されました。 

そして平成 18 年に障害者自立支援法が施行され、障害をもつ方の就労支援の強

化や福祉サービスの一元化等がなされ、平成 25 年 4 月には、障害者総合支援法が

施行されています。 

長年、町内において「ニライの里」は障がい者が働く唯一の場として取り組みをして

まいりましたが、近年の制度移行により、町内や近隣市町村には、就労移行支援事業

所や、就労継続支援事業 B 型事業所、地域活動支援センター、児童デイサービス事業

所などの障害福祉サービス事業所が増えています。 

障害福祉サービス事業につきましても、北谷町や近隣市町村には、制度内のサービ

スについて、下記のとおり民間事業所（別表）が存在しますが、事業所の今後について

は引き続き検討していきます。 

 

令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算

サービス活動収益計（１） 73,201,664 67,485,334 69,816,518 64,537,024 61,615,526

サービス活動費用計（２） 77,578,755 71,254,893 72,537,408 66,261,835 64,180,610

△ 4,377,091 △ 3,769,559 △ 2,720,890 △ 1,724,811 △ 2,565,084

収益 1,145,391 533,905 463,935 446,930 351,698

費用 0 0 0 0 0

1,145,391 533,905 463,935 446,930 351,698

△ 3,231,700 △ 3,235,654 △ 2,256,955 △ 1,277,881 △ 2,213,386

収益 0 2,789,600 63,720 8,046,924 175,780

費用 591,486 3,388,544 425,501 8,376,995 593,678

△ 591,486 △ 598,944 △ 361,781 △ 330,071 △ 417,898

△ 3,823,186 △ 3,834,598 △ 2,618,736 △ 1,607,952 △ 2,631,284

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特

別

増

減

の

部

特別収益計（８）

特別費用計（９）

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

サービ

ス活動

外増減

の部

サービス活動外収益計（４）

サービス活動外費用計（５）

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

費用

サービ

ス活動

増減の

部

収益

決算数値

-3,823,186 -3,834,598

-2,618,736

-1,607,952

-2,631,284

-4,500,000

-4,000,000

-3,500,000

-3,000,000

-2,500,000

-2,000,000

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

令和元年度決算 令和2年度決算 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
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方針（計画案：令和 7（2025）年度～令和９（2027）年度）                       

令和 7（2025）年度 令和 8（2026）年度 令和９（2027）年度 

 

障害福祉サービス事業所は、そのまま終了することなく、事業ごと他の法人や民間事業

所に移行することや、利用者、職員含め他の事業所への移行に関してプロセスを踏み、

地域に根付いた事業所や法人に移行出来るよう取り組んでいきます。 

             （令和 5（2023）年５月３０日付、総務委員会 答申より抜粋） 

 

 

（別表）町内、近隣市町村の事業所の状況 

 

 町内事業所 近隣市町村 その他中部市町村 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 

①就労サポートｅ-ステップ（砂辺区） 

②就労支援研究所 北谷（北前区） 

③ソーシャルトレーニングアソシア（上勢区） 

④就労継続支援Ｂ型かーみー（北前区） 

⑤アソシア ホイスコーレ（北前区） 

７６事業所 

・嘉手納町（４） 

・沖縄市（３９） 

・北中城村（８） 

・宜野湾市（２５） 

１０５事業所 

・読谷村（６） 

・うるま市（４８） 

・中城村（８） 

・西原町（１４） 

・浦添市（２９） 

生
活
介
護 

①デイサービスセンターかふー 美原 北谷

（北前区） 

44事業所 

・嘉手納町（１） 

・沖縄市（３２） 

・北中城村（５） 

・宜野湾市（６） 

４７事業所 

・読谷村（５） 

・うるま市（２５） 

・中城村（２） 

・西原町（３） 

・浦添市（１２） 

令和 6（2024）年７月現在（沖縄県ＨＰ：沖縄県内障害福祉サービス指定事業所情報より抜粋） 
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（1） 発展・強化計画策定委員会設置要綱および委員名簿 

 

社会福祉法人北谷町社会福祉協議会発展・強化計画策定委員会設置要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 社会福祉法人北谷町社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第３２条の規定に基づ 

き、発展・強化計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の役割） 

第２条 委員会の役割は、会長からの諮問を受けて次のことについて、調査検討し答申する。 

(1) 計画の策定及び見直しに関すること 

(2) その他計画の推進に関すること 

（委員の構成） 

第３条 委員会は、委員１０名以内をもって構成し、次の者から会長が委嘱する。 

(1) 本会の役員及び評議員 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 学識経験者 

(4) 福祉関係団体 

(5) その他会長が認める者  

（委員長、副委員長） 

第４条 委員会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により選定する。 

（会 議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（委員会） 

第６条 委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ会議を開き、議決することができな

い。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（委員の任期） 

第７条 委員の任期は、概ね２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、任期満了後も後任者が就任するまではその任にあたるものとする。 

（委員への報酬） 

第８条 委員（調整会議含む）の日当については 3,000円とする。ただし町外からの委員につ 

いては、車賃として 1,000円を加算する。 

（関係者の出席） 

第９条 委員会において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことがで

きる。 

（事務局） 

第１０条 委員会の事務は、総務係において処理する。 

２ 事務局職員は、委員会に出席し、資料の提出及び意見を述べることができる。 

 

 附 則 

  この要綱は、令和 5（2023）年６月１日から適用する。 
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発 展 ・ 強 化 計 画 策 定 委 員 名 簿 

  役 名 氏 名 種 別 団 体 名 等 備考 

1 委 員 上地
うえち

 武昭
たけあき

 学識経験者 
おきなわ地域福祉研究会会長 

沖縄大学名誉教授 
委員長 

2 委 員 高
たか

宮城
みやぎ

 克
かつ

 本会の役員 
本会理事 

社会福祉法人 高洋会 理事長 
副委員長 

3 委 員 岡村
おかむら

 悦子
えつこ

 本会の評議員 
本会評議員 

北谷町美浜区自治会 自治会長 

  

4 委 員 渡慶次
と け し

 憲
けん

 学識経験者 
有限会社ケアセンターきらめき 

代表取締役会長 

  

5 委 員 

比嘉
ひ が

 昌
まさ

海
み

 
関係行政機関 

の職員 

北谷町役場住民福祉部福祉課  

前課長 期間：令和 5（2023）年８

月１日～   令和 6（2024）年３

月３１日 

  

仲村
なかむら

 祐
ゆ

歌
か

 
北谷町役場住民福祉部福祉課課長 

期間：令和 6（2024）年５月１日～ 

  

6 委 員 金城
きんじょう

 和彦
かずひこ

 
その他会長が    

認める者 

前 沖 縄 市 社 会 福 祉 協 議 会    

事務局長 

  

7 委 員 伊良皆
い ら み な

 和弘
かずひろ

 
福祉関係団体 

の代表 

社会福祉法人沖縄県社会福祉 

協議会 地域福祉部部長 

  

   任期：令和 5（2023）年８月１日～令和 7（2025）年７月３１

日   

    

 事 務 局  

  

照屋
てるや

 津
つ

年
と

武
む

 副会長 宮
みや

道
じ

 喜一
き い ち

 
特定非営利活動法人  

まちなか研究所わくわく 

 

   

  崎原
さきはら

 尚美
なおみ

 事務局長 樋口
ひ ぐ ち

 文
ふみ

 
特定非営利活動法人  

まちなか研究所わくわく 

 

  仲里
なかざと

 亮
りょう

 総務係主査（担当） 

 

 

  照屋
てるや

 源
げん

也
や

 地域福祉係長 
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（2） 策定の経緯 

 

第 1回 

日時 令和 5（2023）年 8月 18日（金） １4時～16時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

議題 

（1）発展・強化計画の策定概要説明      （2）意見交換 

第 2回 

日時 令和 5（2023）年 11月 24日（金） １４時～１６時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

議題 

（1）策定プロセスと委員会            （2）第 1回委員会ふりかえり 

（3）経営の現状把握⇒課題の抽出 

第 3回 

日時 令和 6（2024）年２月９日（金） １４時～１６時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

議題 

（1）第１回・第２回策定委員会のふりかえり （2）経営課題・重点事業領域について 

（3）経営理念・ビジョンの検討         （4）意見交換 

第 4回 

日時 令和 6（2024）年５月 31日（金） １４時～１６時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

議題 

（1）令和 5（2023）年度策定委員会ふりかえり    （2）経営理念等の検討 

（3）経営戦略の検討 

第 5回 

日時 令和 6（2024）年７月２６日（金） １４時～１６時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

議題 

（1）策定ステップの確認             （2）使命と基本理念 

（３）経営戦略                    （4）計画の構成 

第 6回 

日時 令和 6（2024）年 10月 11日（金） 14時～16時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

（1）発展・強化計画（案）について 

第 7回 

日時 令和 7（2025）年１月 24日（金） 15時～17時 

会場 北谷町社会福祉協議会 

（1）発展・強化計画（案）の最終検討と確認について 

（2）答申について 
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（3） 北谷町社会福祉協議会組織図（令和 6（2024）年 10 月現在） 

 

（職員数６１人）

 苦情解決第三者委員（３名）、発展・強化計画策定委員（７名）

 地域福祉委員（１２名）、地域福祉活動計画中間評価委員（６名）

（１６人）

所長
（事務局長兼務）

障害福祉係長
ニライの里
（１５人）

　正職 １人

　嘱託 ９人　　パート ５人

事務局長

地域づくりグループ
（８人）

　正職 １人　　嘱託 ７人

地域福祉係長

相談・団体支援
グループ
（１４人）

　正職 １人

（２３人）
　嘱託 ３人　　派遣１人

　臨時 ３人　　パート ６人

総務
（５人）

　正職 ２人　

　嘱託 ２人　　パート １人

総務係長
（事務局長兼務）

通所介護事業所
（１６人）

　嘱託 ６人　　臨時 １人

（２２人） 　パート ９人

評　議　員
（２１名）

会　員

戸別会員

　社会福祉法人北谷町社会福祉協議会組織図

会　　長

副　会　長 副　会　長

顧　　問
（１名）

理　　事
（１０名）

監　　事
（２名） 特別会員

賛助会員

（北谷町住民福祉部長）

評議員選任
・解任委員
（３名）
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（4） 北谷町社会福祉協議会財務分析計算シート（簡易版） 

1. 法人 
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2. 地域福祉推進事業 
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3. 介護事業 
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4. 障害福祉サービス事業 
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